
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大垣市国民健康保険運営協議会次第 

 

１．あいさつ 

２．議 題 

議第１号  令和8年度大垣市国民健康保険事業計画（案）について 

議第２号  令和8年度大垣市国民健康保険事業会計の予算（案）について 

議第３号  令和8年度大垣市国民健康保険直営診療施設事業会計の予算（案） 

について 

議第４号  大垣市国民健康保険条例の一部改正（案）について 

議第５号  大垣市国民健康保険料（普通徴収）の仮算定の廃止（案）について 

３. その他 

 

 

令和７年度（第２回） 
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令和8年2月16日 午後1時30分 

市 役 所  8階  大 会 議 室 
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議第１号  

 

 

 

 

令和８年度 

大垣市国民健康保険事業計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年2月 

大垣市  健康福祉部  国保医療課  国民健康保険グループ  
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１ 基本方針 

 
国民健康保険制度は、地域医療の確保と住民の健康の保持増進に大きく貢献

し、国民皆保険の中核的役割を担っています。当初、農林水産業や自営業者を

中心として発足した国民健康保険は、現在では、高齢者や失業者、非正規雇用

者等の低所得者における医療のセーフティーネットとして国民の健康を支え

ています。しかし、低所得者層の増加に伴い、特に中間所得層における保険料

負担の比重が非常に重くなる中、保険料収入及び収納率が低下し、脆弱で不安

定な財政状況が続いてきました。 

こうした中、国の社会保障制度改革により、国保制度の安定的な運営を確保

するため、平成30年度から都道府県が、財政運営の責任主体として、安定的な

財政運営や効率的な事業の確保などの中心的な役割を担っています。市町村に

おいては、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、

賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担い、医療

費適正化の推進、保健事業との連携による特定健康診査等の実施、上石津診療

所の健全な経営の実施に向け、大垣市国民健康保険事業計画を作成し、その  

遂行に努めます。 

 

２ 大垣市の状況 

⑴ 被保険者 

① 国民健康保険の被保険者各年度末加入状況 

区分  

 

年度  

全人口   国保加入世帯  被保険者  

世帯数  

（世帯）  

人口  

（人）  

総数  

（世帯）  

加入率  

（％）  

総数  

（人）  

加入率  

（％）  

うち介護２号  

（人）  

R04 69,008 158,676 18,563 26.90 28,488 17.95 8,908 

R05 69,420 157,489 17,906 25.79 27,033 17.17 8,657 

R06 70,083 156,488 17,449 24.90 25,970 16.60 8,473 

 

⑵ 医療費 

① 療養諸費の状況            ※Ｄ＝Ｂ×1,000／Ａ   Ｅ＝Ｃ×1,000／Ａ 
区分  

 

年度  

被保険者数  

（人）Ａ  

療養諸費  １人当たり  

件数  

（件）  

費用額  

（千円）Ｂ  

保険者負担額

（千円）Ｃ  

費用額  

（円）Ｄ  

保険者負担額  

（円）Ｅ  

R04 29,339 509,156 11,599,886 8,529,494 395,374 290,722 

R05 27,907 503,359 11,344,179 8,327,525 406,499 298,403 

R06 26,627 486,624 11,174,026 8,189,893 419,650 307,579 

② 高額療養費の状況 

区分  

年度  

高額療養費  

件数（件）  金額（千円）  

R04 22,776 1,239,307 

R05 21,810 1,212,766 

R06 21,208 1,256,432 
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③ 出産育児一時金・葬祭費支給及び人間ドック助成の状況  

区分  

 

年度  

出産育児一時金  葬祭費  人間ドック助成  

件数（件）  金額（千円） 件数（件）  金額（千円） 件数（件）  金額（千円） 

R04 80 33,524 197 9,850 436 7,956 

R05 86 41,916 192 9,600 421 7,685 

R06 70 34,921 199 9,950 399 7,318 

 

⑶ 保険料 

① 国民健康保険料の賦課状況（全体分） 

区分  

 

年度   

所得割  資産割  均等割  平等割  
算出額  

（千円）  料率  

（％）  

金額  

（千円）  

料率  

（％）  

金額  

（千円） 

額  

（円）  

金額  

（千円）  

額  

（円）  

金額  

（千円）  

R04 

7.00 1,419,384 －  －  25,700 773,956 20,000 365,079 2,558,419 

2.24 454,203 －  －  8,500 255,978 6,800 124,127 834,308 

1.90 153,763 －  －  9,300 86,862 5,300 42,278 282,903 

R05 

7.00 1,314,541 －  －  25,700 735,149 20,000 353,254 2,402,944 

2.24 420,653 －  －  8,500 243,143 6,800 120,106 783,902 

1.90 142,914 －  －  9,300 83,347 5,300 40,794 267,055 

R06 

7.30 1,456,926 －  －  29,500 802,607 20,000 341,118 2,600,651 

2.52 502,939 －  －  10,500 285,674 6,800 115,980 904,593 

2.02 156,929 －  －  10,500 91,907 5,300 40,110 288,946 

※上段：医療給付費分、中段：後期高齢者支援金分、下段：介護納付金分  

② 国民健康保険料の収納状況（現年度分） 

年度   区分  調定額（円）  収入済額（円）  収入未済額 (円）  収納率（％） 

R04 

医療分  1,993,151,226 1,838,283,558 154,867,668 92.23 

支援分  645,090,686 593,758,307 51,332,379 92.04 

介護分  220,339,628 195,982,721 24,356,907 88.95 

合  計  2,858,581,540 2,628,024,586 230,556,954 91.93 

R05 

医療分  1,882,188,812 1,750,728,639 131,460,173 93.02 

支援分  614,075,288 570,242,933 43,832,355 92.86 

介護分  210,732,400 189,845,841 20,886,559 90.09 

合  計  2,706,996,500 2,510,817,413 196,179,087 92.75 

R06 

医療分  1,960,704,090 1,813,521,843 147,182,247 92.49 

支援分  684,634,920 631,943,031 52,691,889 92.30 

介護分  221,755,190 198,643,272 23,111,918 89.58 

合  計  2,867,094,200 2,644,108,146 222,986,054 92.22 
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⑷ 特定健康診査等事業 

① 特定健康診査等事業の状況 

年  度  R04 R05 R06 

特定健康診査受診率  36.0％  34.5％  35.4％  

特定保健指導実施率  51.6％  52.1％  55.3％  

 

⑸ 保健事業 

① ヘルシーおおがきフェア 

年度  開催日  会場  参加者数（延べ人数）  

R05 

令和 5年5月21日（日）  アルプラザ鶴見  1,000人  

令和 5年11月12日（日）  

（いきいき健康広場と  

併せて開催）  

イオンタウン大垣  450人  

R06 
令和 6年8月31日（土）  

※台風接近のため中止  
アルプラザ鶴見  

8月 27日（火）～ 31日（土）

まで健康パネル展のみ実施  

R07 令和 7年8月30日（土）  アルプラザ鶴見  1,200人  

 

⑹ 大垣市国民健康保険上石津診療所 

① 大垣市国民健康保険上石津診療所の運営状況 

項  目  R04 R05 R06 

年間診療実日数  242日  240日  193日  

外来患者数  4,057人  3,331人  2,761人  

１日あたり  

平均患者数  
17人  14人  14人  

歳入決算  （Ａ）  
（一般会計繰入分を  

除く）  
33,916千円  28,472千円  27,073千円  

Ａのうち診療収入  25,802千円  22,352千円  19,578千円  

歳出決算  （Ｂ）  33,422千円  30,842千円  29,052千円  

差引額（Ａ－Ｂ）  
494千円  

（単年度△ 892千円）  

△2,370千円  
（単年度△ 2,864千円） 

△1,979千円  
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３ 令和８年度 事業計画 

⑴ 国民健康保険料の収納率向上 

・ 職員による休日及び夜間の納付相談、電話催告を適時実施する。 

・ 委託徴収員による平日、休日及び夜間の訪問徴収を継続する。 

・ 研修等により職員のスキルアップを図り、収納事務の課題改善に努める。 

・ 納期内納付の向上を図るため、口座振替を推進する。 

・ コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでの納付についての

周知を図る。 

・ 滞納者との接触の機会を確保するため、引き続き誓約通りの分納・相談

を実施する。不履行の場合等、納付状況の改善が見込めない場合は、特別

療養費の支給へ切り替わることを通知し、確実な履行を確保する。 

・ 高額及び悪質な滞納者については、債券回収担当課と連携し、差し押さ

え等の滞納処分を行う。 

・ 金融機関への預貯金の照会業務をオンライン化し、財産調査の件数増加

による滞納整理の強化を図る。 

令和8年度 現年度目標収納率 93.00％ 

 

⑵ 特定健康診査等事業の推進 

・ 特定健康診査の重要性について、医療機関等と連携し、被保険者に広く

周知するとともに、1万円相当の健診がワンコイン（500円）で受診できる

ことをＰＲし、受診率向上を図る。 

・ 40歳到達者の自己負担0円（無料）を継続し、若年層の受診率向上と受

診習慣の意識付けを図る。 

・ 未受診者の健診履歴やレセプト情報を分析し、それぞれの特性に合わせ

ナッジ理論（人の心理に働きかけ、自発的な行動を促す手法）を活用した

効果的な勧奨を実施する。 

・ 他の医療保険者と連携・協力し、特定健康診査の受診率向上に努める。 

・ 平日の受診が困難な被保険者に対応するため、日曜日に特定健康診査集

団健診を実施する。（16回予定） 

・ かかりつけ医を持たない被保険者が受診しやすいよう、医療機関だけで

なく健診専門施設とも委託契約し、健診を実施する。 

・ 休日集団健診や健診専門施設で、がん検診の同時実施を行い、相互の受

診率向上を図る。 
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・ ガキ健キャンペーン（特定健診を受診してガキペイポイント（大垣市版

デジタル地域通貨）が当たるキャンペーン）を継続し、受診率向上を図る。 

・ 受診を希望されない「治療中」の被保険者の健康状態を把握し、重症化

予防・疾病予防対策に活用するため、医療機関の協力のもと、「情報提供

事業」を実施する。 

・ 特定保健指導の実施率向上を図るため、休日集団健診での同時実施のほ

か、未利用者に対する家庭訪問や利用勧奨通知の送付、委託医療機関等と

の連携を強化する。また、利用しやすい環境づくりのため、ビデオ通話ア

プリを活用したオンライン保健指導や、夜間・土日の保健指導を実施する。 

令和8年度 特定健康診査目標受診率 48.0％ 

令和8年度 特定保健指導目標実施率 56.0％ 

 

⑶ 重症化予防の取組の推進 

① 糖尿病性腎症重症化予防 

・ 医療機関未受診者・治療中断者に対し、通知による受診勧奨や電話・

訪問による再勧奨を実施する。 

・ 通院中の糖尿病患者のうち、糖尿病性腎症を発症している方及びその

リスクの高い方に対し、医療機関と連携して保健指導等を実施する。 

・ 医療機関からの紹介や希望者に対し、糖尿病予防教室、糖尿病の栄養

相談を実施する。 

糖尿病性腎症：糖尿病で高血糖が長期間続くことで腎臓がダメージを受け、腎

機能が低下した状態。透析導入患者の原疾患の約4割を占める。 

② 腎機能低下重症化予防 

・ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）の疑いがある医療機関未受診者に対し、通知に

よる受診勧奨や電話・訪問による再勧奨を実施する。 

慢性腎臓病 (ＣＫＤ )：長期間にわたり腎臓の機能が低下した状態。糖尿病だけでな

く、高血圧など様々な原因によって引き起こされる。 

③ 高血圧重症化予防 

・ 高血圧重症化のリスクの高い医療機関未受診者に対し、通知による受

診勧奨や電話・訪問による再勧奨を実施する。 

高血圧：血圧が高い状態のことで、放置すると動脈硬化が進行し、循環器系の

疾患や腎機能低下の原因となる。本市では収縮期血圧160mmHg以上

または拡張期血圧100mmHg以上の方に受診勧奨を実施する。 
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④ 糖尿病重症化予防従事者研修会 

・ 生活習慣病の重症化予防に全市的に取り組むため、市内の医療機関等

の保健師や看護師、管理栄養士など専門職を集めた研修会を実施し、情

報交換や課題などの共有、糖尿病専門医等のアドバイスにより、指導技

術のスキルアップを図る。 

⑤ 糖尿病性腎症重症化予防症例検討会 

・ 大垣市医師会と連携し、糖尿病性腎症重症化ハイリスクの症例を対象

に、糖尿病専門医、腎臓専門医、保健師、管理栄養士等による検討会を

実施し、保健指導による重症化予防の充実を図る。 

 

⑷ 保健事業の推進 

・ 健康寿命の延伸に向け、保健センターと協同し、生活習慣病予防や各種

健（検）診の啓発のため、多くの市民が利用する市内商業施設で、健康啓

発イベント「ヘルシーおおがきフェア」を実施する。 

令和8年度 ヘルシーおおがきフェア（予定） 

実施日 会 場 内 容 

8月29日（土） アルプラザ鶴見 

健康講座、健康チェックコーナー（血管

年齢、骨密度等）、野菜クイズラリー、

健康に関するパネル展示等 

 

⑸ 医療費の適正化の推進 

・ 医療事務経験者を雇用し、レセプト内容の点検を実施するとともに、再

審査・再査定申出を行い、医療費の適正化を図る。 

・ 被保険者の健康管理、健康保持に寄与するために、小冊子を作成して配

布し、医療費の適正化に努める。 

・ 被保険者への健康に対する認識や医療費に対する理解を深めるため、医

療費通知（年6回）を送付する。 

・ 被保険者の負担軽減にもつながるジェネリック医薬品（後発医薬品）の

使用を促進するため、利用差額通知（年2回）を送付する。また、ジェネ

リック医薬品希望シールを全国保加入世帯に配布する。 

・ 重複・多剤投与者について、市実施計画に基づき対象者を選定し、個別

通知や保健指導を行い、経過観察を実施する。また、大垣市医師会、大垣

薬剤師会等関係団体を通じて、重複・多剤投与疑い者の情報提供を受ける

など、連携の強化を図る。 
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・ 柔道整復師による療養費の支給の適正化を図るため、多部位、長期又は

頻度が高い施術を受けた被保険者に対して、施術期間等アンケート形式で

回答できる用紙を送付し、療養費の不正請求や不適正支給の調査を行う。 

・ 海外療養費支給の適正化を図るため、海外渡航中に病気やけがでやむを

得ず治療を受けた被保険者への調査（診療内容明細書等の翻訳内容の確認、

診療内容明細書等に記載の医療機関実在の有無、診療内容の事実確認）を

岐阜県国民健康保険団体連合会に業務委託し実施する。 

・ 第三者行為求償事務について、交通事故のレセプトを抽出し、届出勧奨

を実施するほか、レセプトの傷病名から交通事故の疑いがある人に対して、

文書による確認を実施する。 

 

⑹ マイナンバーカードの健康保険証利用の促進 

・ マイナ保険証の利用促進を図るため、限度額認定証が不要となることや、

より適切で迅速な医療・薬の提供が可能となることなど、利用のメリット

をホームページやパンフレット、窓口等で周知・広報する。 

 

⑺ 被保険者資格の適用適正化の推進 

・ 居住実態がない住民の調査を行うなど、国保資格の適正化に努める。 

・ 日本年金機構から提供される年金情報や、オンライン資格確認の導入に

伴い提供される「資格重複状況結果一覧」を活用し、国保資格喪失対象者

に対し、届出勧奨を実施する。また、診療月から3か月経過後も新資格が

判明しない者について、オンライン資格確認システムにより配信される

「加入勧奨ファイル」を活用し、該当者への加入勧奨を実施する。 

 

⑻ 広報活動の推進 

・ 市の広報やホームページ、ＹｏｕＴｕｂｅ、メール配信など、様々なメ

ディアを活用し、国保制度（給付と負担、高額療養費支給制度、人間ドッ

ク助成及び制度改正等）や国保の現状（医療費の増加、加入者の高齢化等）、

保健事業（特定健康診査、特定保健指導、重症化予防等）等の周知を図る。 

 

⑼ 上石津診療所の健全運営 

・ 西美濃厚生病院から医師派遣を受け、診療業務を継続する。  

・ 経費の節減と経営力向上に努め、持続可能で適正な診療所運営を図る。 

・ 身近な医療機関として、住民の健康づくりから医療まで、住民の安心、

安全かつ健康な暮らしの確保に努める。 
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議第２号 　　　　　　　　

　単位：千円

1,773,600 1,765,600 8,000

628,300 621,900 6,400

199,000 192,500 6,500

73,000 74,000 △ 1,000

24,000 24,000 0

11,000 12,000 △ 1,000

62,700 0 62,700

2,771,600 2,690,000 81,600

0 40 △ 40

0 40 △ 40

0 20 △ 20

0 100 △ 100

2,771,600 2,690,100 81,500

保険給付費等交付金 9,663,530 9,711,440 △ 47,910

45,000 45,000 0

9,708,530 9,756,440 △ 47,910

769,900 759,300 10,600

7,820 7,260 560

2,000 2,540 △ 540

330,620 355,540 △ 24,920

1,110,340 1,124,640 △ 14,300

11,100 15,600 △ 4,500

246,850 315,360 △ 68,510

25,580 21,860 3,720

13,874,000 13,924,000 △ 50,000

244,870 253,170 △ 8,300

8,131,900 8,199,200 △ 67,300

75,100 76,800 △ 1,700

1,260,000 1,260,000 0

3,000 3,000 0

100 100 0

42,030 45,040 △ 3,010

12,000 12,000 0

0 100 △ 100

28,000 29,100 △ 1,100

9,552,130 9,625,340 △ 73,210

2,660,000 2,693,000 △ 33,000

896,000 910,000 △ 14,000

291,000 296,000 △ 5,000

90,000 0 90,000

3,937,000 3,899,000 38,000

109,040 110,450 △ 1,410

30,960 36,040 △ 5,080

140,000 146,490 △ 6,490

13,874,000 13,924,000 △ 50,000

増減額
(A-B)

保
険
料

一
般

後期高齢現年度分

介護過年度分

一般被保険者分計

後期高齢過年度分

子ども・子育て支援現年度分

介護過年度分

令和8年度大垣市国民健康保険事業会計の予算（案）について　　

歳入項目
R8年度

予算額　(A)
R7年度当初
予算額　(B)

退
職

後期高齢過年度分

退職被保険者等分計

医療過年度分

医療現年度分

介護現年度分

医療過年度分

一般会計
繰入金

保険基盤安定繰入金

未就学児均等割保険料繰入金

産前産後保険料繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金計

県

支
出
金

国保国庫負担金減額措置対策費補助金

県支出金計

保険料計

基金繰入金

繰越金

その他収入

歳入合計     

歳出項目
R7年度当初
予算額　(B)

増減額
(A-B)

総務費

保
険
給
付
費

療養給付費

療養費

高額療養費

高額介護合算療養費

移送費

出産育児諸費

R8年度
予算額　(A)

歳出合計

保健事業費計

保健事業費

特定健康診査等事業費
保
健

事
業
費

葬祭諸費

傷病手当金（新型コロナウイルス感染症）

審査支払手数料

保険給付費計

事
業
費

納
付
金

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

子ども・子育て支援納付金分

事業費納付金計

介護納付金分
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保険料 2,771,600 保険料 2,690,100 

県支出金 9,708,530 

県支出金 9,756,440 

一般会計繰入金

1,110,340 

一般会計繰入金

1,124,640 

基金繰入金 11,100 基金繰入金 15,600 

繰越金 246,850 繰越金 315,360 

その他収入 25,580 その他収入 21,860 

千円

5,000,000千円

10,000,000千円

15,000,000千円

令和8年度予算額（A）

13,874,000千円

令和7年度当初予算額（B）

13,924,000千円

令和8年度歳入予算額（前年度比較）
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総務費 244,870 総務費 253,170 

保険給付費 9,552,130 
保険給付費 9,625,340 

事業費納付金 3,937,000 事業費納付金 3,899,000 

保健事業費 140,000 保健事業費 146,490 

千円

5,000,000千円

10,000,000千円

15,000,000千円

令和8年度予算額（A）

13,874,000千円

令和7年度当初予算額（B）

13,924,000千円

令和8年度歳出予算額（前年度比較）

 



13 

29 ,339

27 ,907

26 ,627

25 ,707
24 ,980

20,974
20,122

19,410
18,917 18,550

8 ,365
7 ,785

7 ,217
6 ,790

6 ,430

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度見込 R8年度予算

被保険者数（年度平均）

合計（人）

70歳未満（人）

70歳以上～75歳未満

（人）

 

8,547 

8,342 

8,206 
8,129 

8,207 

291,332 

298,910 

308,170 

316,225 

328,543 

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

R4年度

決算

R5年度

決算

R6年度

決算

R7年度

決算見込

R8年度

予算

医療費（保険者負担分）の推移

医療費総額

１人当たり医療費

※「一人当たり医療

費」は医療費総額を

年間平均被保険者数

で除した数値

1人当たり医療費
単位：円

医療費総額
単位：百万
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議第３号

（上石津診療所） 単位：千円

国民健康保険診療報酬 1,800 3,000 △ 1,200

社会保険診療報酬 700 1,100 △ 400

9,500 10,400 △ 900

その他診療報酬 10 10 0

一部負担金 1,990 2,690 △ 700

14,000 17,200 △ 3,200

100 100 0

国保会計分 5,600 8,400 △ 2,800

一般会計分
（赤字補填）

9,300 5,800 3,500

5,500 6,000 △ 500

34,500 37,500 △ 3,000

7,540 7,200 340

12,430 14,900 △ 2,470

19,970 22,100 △ 2,130

1,000 1,000 0

11,600 12,400 △ 800

930 1,000 △ 70

13,530 14,400 △ 870

1,000 1,000 0

34,500 37,500 △ 3,000

合計

令和8年度大垣市国民健康保険直営診療施設事業会計の予算（案）について

歳入項目
R8年度

予算額(A)
R7年度当初
予算額(B)

増減額
(A-B)

診
療
収
入

外
来
収
入

後期高齢者診療報酬

診療収入計

使用料及び手数料

繰入金

諸収入

歳出項目
R8年度

予算額(A)
R7年度当初
予算額(B)

増減額
(A-B)

総
務
費

人件費

一般管理事業

総務費計

合計

医
業
費

医療用機械器具事業

医療品衛生材料事業

医療検査事業

医業費計

予備費
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診療収入計 14,000 

診療収入計 17,200 

使用料及び手数料 100 

使用料及び手数料 100 

繰入金 14,900 

繰入金 14,200 

諸収入 5,500 

諸収入 6,000 

0千円

10,000千円

20,000千円

30,000千円

40,000千円

令和8年度予算額（A）

34,500千円

令和7年度当初予算額（B）

37,500千円

令和8年度歳入予算額（前年度比較）
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人件費 7,540 人件費 7,200 

一般管理事業 12,430 

一般管理事業 14,900 

医療用機械器具事業

1,000 

医療用機械器具事業

1,000 

医療品衛生材料事業

11,600 

医療品衛生材料事業

12,400 

医療検査事業 930 

医療検査事業 1,000 

予備費 1,000 

予備費 1,000 

0千円

10,000千円

20,000千円

30,000千円

40,000千円

令和8年度予算額（A）

34,500千円

令和7年度当初予算額（B）

37,500千円

令和8年度歳出予算額（前年度比較）
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議第４号 

 

大垣市国民健康保険条例の一部改正（案）について 

 

１ 概 要 

保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民

健康保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、低所得者に係る保険料の軽減措置につ

いて、経済動向等を踏まえ、軽減判定所得を引き上げるもの。また、子ども・子育て支

援金制度の創設に伴い、医療保険料とあわせて賦課・徴収するもの。 

 

２ 改正点 

⑴ 国民健康保険料賦課限度額の引き上げ 

基礎賦課額に係る賦課限度額を現行の66万円から67万円に改めるとともに、子ども・

子育て支援納付金賦課額を新設し、当該賦課額に係る賦課限度額を3万円と設定する 

もの。 

年 度 基礎賦課額 
後期高齢者 

支援金等賦課額 

介護納付金 

賦課額 

子ども・子育て 

支援納付金賦課額 
合計額 引上額 

R4年度 65万円 20万円 17万円 － 102万円 3万円 

R5年度 65万円 22万円 17万円 － 104万円 2万円 

R6年度 65万円 24万円 17万円 － 106万円 2万円 

R7年度 66万円 26万円 17万円 － 109万円 3万円 

R8年度(案) 67万円 26万円 17万円 3万円 113万円 4万円 

 

応益分

所 得 金 額

保

険

料

額
応能分

７　割

軽　減

５　割

軽　減

２割軽減

中間所得層の被保険者の負担に配慮

賦課限度額の引き上げ
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⑵ 国民健康保険料の軽減判定所得の引き上げ 

被保険者数に乗じる額について、5割軽減の判定基準額を現行の30.5万円から31万円

に、2割軽減の判定基準額を現行の56万円から57万円に改めるもの。 

軽減割合 改正後所得基準額（案） 現行所得基準額 

7割軽減 変更なし 
43万円＋（給与所得者等の数－1）× 

10万円 以下 

5割軽減 
43万円＋（給与所得者等の数－1）× 

10万円＋31万円×被保険者数 以下 

43万円＋（給与所得者等の数－1）× 

10万円＋30.5万円×被保険者数 以下 

2割軽減 
43万円＋（給与所得者等の数－1）× 

10万円＋57万円×被保険者数 以下 

43万円＋（給与所得者等の数－1）× 

10万円＋56万円×被保険者数 以下 

 

⑶ 子ども・子育て支援納付金の賦課・徴収 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律に基づき、医療保険料とあわせて  

子ども・子育て支援納付金を徴収することとされた国民健康保険法施行令の一部改正

に伴い、子ども・子育て支援納付金の賦課等について、関係条項を追加するもの。 

 

＜子ども・子育て支援金制度とは＞ 

子ども・子育て支援金制度は、全ての世代が支援金を拠出し、「児童手当」や「こ

ども誰でも通園制度」、「妊婦のための支援給付」など、子育て施策の拡充に充てるも

ので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度。 

 

○令和8年度の支援金額（試算） ※こども家庭庁ホームページより 

 
 

３ 施行期日  令和8年4月1日 
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議第５号 

 

大垣市国民健康保険料（普通徴収）の仮算定の廃止（案）について 

 

１ 概 要 

現在、国民健康保険料の普通徴収世帯における算定方法は、5月から7月までの3期を仮

算定期間とし、前々年中の所得をもとに暫定的に保険料を決定し（1期あたり、前年度保

険料の1/10）徴収している。 

また、8月から翌年2月までの7期を本算定期間とし、確定した前年中の所得をもとに年

間保険料額を決定し、仮算定期間中の保険料を精算（差引）した後、7期に分割して徴収

している。 

令和9年度からは、保険料の納入通知が年2回（5月、8月）送付されるといった被保険

者にとって分かりにくい算定方式を改善するため、仮算定を廃止し、前年中の所得をも

とに保険料を決定する本算定のみの方法へ変更するもの。（下図のとおり。※後期高齢者

医療保険料と同じ方法。）なお、年金からの天引き（特別徴収）について変更はない。 

 

◆令和8年度まで 

期 別 － 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 － 

納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

算 定 － 仮算定 本算定 － 

 

◆令和9年度から 

期 別 － － － 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 

納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

算 定 － － － 本算定 

 

２ 変更する理由 

⑴ 保険料計算の分かりにくさの解消 

・保険料の納入通知が年2回（仮算定（5月）と本算定（8月））。 

・本算定時に仮算定保険料を精算（差引）するなど、計算が複雑で分かりにくい。 

⇒本算定（7月）のみの1回の納入通知で、保険料の計算の仕組みが分かりやすくな

る。また、納期毎の金額が均等となる。 
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⑵ 保険料の納めすぎ（還付）が多い 

・前々年と比較して前年の所得が大幅に減った場合や、仮算定中に国保を脱退した場

合などに生じる保険料の納めすぎ（還付）が多数発生する。（令和7年度：799件） 

 

⑶ 標準システムの導入（令和8年度予定）に伴うサービス低下 

・現システム下では、保険料の納めすぎ（還付）等に配慮し、仮算定時に4月末日の世

帯状況を反映できるようになっているが、標準システム導入後は、市独自改修がで

きず、保険料の納めすぎや本算定以後の急激な保険料増額が発生する。 

 

【参考】仮算定制度の形骸化について 

仮算定は、年度当初に課税所得金額が確定しないため、保険料が賦課できないにも

かかわらず、保険給付費は年度当初から支払わなければならないことに鑑み、国保財

政円滑化の観点から昭和34年度に設けられた。（大垣市：6月初旬に市民税納税通知書

発送） 

平成30年度の国保制度改正から、年度当初の保険給付費は、全額交付金で賄われる

こととなり、また、保険料は、県へ納める事業費納付金の財源となるが、納付金の支

払いは8月から翌年3月までの毎月払いとなるため、年度当初からの財源確保の必要性

がなくなった。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

年 度 月 内  容 

令和8年度 
6月 条例改正（市議会（第2回定例会）上程） 

8月 本算定通知時に被保険者全員に「お知らせ」を同封 

令和9年度 
5月 広報おおがき（5/1号）及び市ＨＰによる周知 

7月 本算定通知送付 

 


